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法人名：

年 4 月 1 日 ～ 年 3 月 31 日

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

科　　目
収益事業 非収益事業 合計

特定非営利活動法人　あおもりＮＰＯサポートセンター

平成23 平成24 まで

Ⅰ 経常収益
受取会費
正会員受取会費 0 556,000 556,000
受取寄付金
受取寄付金 77,097 3,270,799 3,347,896
負担金収入 0 252,000 252,000
受取助成金等
受取助成金 0 1,811,540 1,811,540
事業収益
自主事業 13,452,547 1,294,886 14,747,433
受託事業
受託事業 116,672,650 116,672,650
その他収益
受取利息 248 4,414 4,662
雑収益 840 64,363 65,203

　　経常収益計 13,530,732 123,926,652 137,457,384
Ⅱ 経常費用

事業費
（1）人件費

給料手当 4,783,528 65,890,346 70,673,874
臨時雇金 7,600 80,590 88,190
法定福利費 443,523 7,082,498 7,526,021
福利厚生費 8,761 200,762 209,523
人件費計 5,243,412 73,254,196 78,497,608

（2）その他経費
旅費交通費 725,520 3,602,154 4,327,674
通信費 123,817 784,809 908,626
荷造運賃 840 1,050 1,890
消耗什器備品費 135,050 0 135,050
消耗品費 1,116,464 3,974,733 5,091,197
事務用品費 4,999 25,282 30,281
修繕費 318,975 61,250 380,225
印刷製本費 698,148 698,148
広告宣伝費 0
燃料費 9,126 9,126
水道光熱費 186,615 972,087 1,158,702
交際費 66,750 7,460 74,210
会議費 79,025 263,954 342,979
賃借料 23,205 1,243,765 1,266,970
新聞図書費 1,700 193,410 195,110
保険料 6,240 46,740 52,980
諸謝金 1,050,570 5,881,706 6,932,276
租税公課 513,747 40,600 554,347
地代家賃 815,750 1,868,401 2,684,151
教材費 651 5,355 6,006
研修費 13,500 143,300 156,800
外注費 610,131 13,504,705 14,114,836
材料費 1,815,325 77,247 1,892,572
食材仕入 2,211,262 2,211,262
支払手数料 136,470 341,878 478,348
減価償却費 411,691 0 411,691
諸会費 40,000 0 40,000
雑費 315,385 315,385
前期損益修正損 315,000 315,000
その他経費計 10,408,297 34,377,545 44,785,842

事業費計 15,651,709 107,631,741 123,283,450

金　　額

(単位：円)

活　動　計　算　書　
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法人名：

年 4 月 1 日 ～ 年 3 月 31

2.

 

 

特定非営利活動法人　あおもりＮＰＯサポートセンター

平成23 平成24

科　　目
収益事業 非収益事業 合計

(単位：円)

金　　額

管理費
（1）人件費

給料手当 796,140 796,140
法定福利費 0
福利厚生費 103,800 103,800
人件費計 0 899,940 899,940

（2）その他経費
会議費 46,462 46,462
旅費交通費 594,257 594,257
通信費 228,686 228,686
荷造運賃 1,700 1,700
消耗品費 331,670 331,670
事務用品費 11,895 11,895
修繕費 5,684 5,684
広告宣伝費 0
水道光熱費 134,438 134,438
賃借料 0
新聞図書費 49,610 49,610
保険料 130,000 130,000
諸謝金 50,040 50,040
租税公課 4,100 4,100
地代家賃 883,304 883,304
支払寄附金 276,033 276,033
外注費 76,945 76,945
支払手数料 269,155 269,155
諸会費 89,000 89,000

4,204,604

ＩＴ関係 0
雑費 121,685 121,685

△ 2,120,977 12,090,307 9,969,330

その他経費計 0 3,304,664 3,304,664
管理費計 0 4,204,604

13,871,044
次期繰越正味財産額 23,840,374

　　経常費用計 15,651,709 111,836,345 127,488,054
当期正味財産増減額

活　動　計　算　書　
日

前期繰越正味財産額



法人名：

　 　 年 3 月 31 　 　 　

1.

2.

1.

2.

(単位：円)

特定非営利活動法人　あおもりＮＰＯサポートセンター

貸借対照表
　 平成24 日現在 　

現金預金 25,697,848
流動資産

建物
構築物

2,798,355

固定資産
25,777,848

（3）投資その他の資産
無形固定資産計 0

（2）無形固定資産
ソフトウエア

工具器具備品
有形固定資産計 3,188,178

流動負債
Ⅱ 負債の部

固定資産合計
資産合計

保証金
投資その他の資産計

固定負債
役員借入金

流動負債合計
預り金

未払金
短期借入金

10,047,738

負債合計
Ⅲ 正味財産の部

前期繰越正味財産
当期正味財産増減額

正味財産合計

科　　目

Ⅰ 資産の部

前払費用
流動資産合計

（1）有形固定資産

80,000

負債及び正味財産合計

固定負債合計

72,475
317,348

9,434,693
9,434,693

12,622,871
38,400,719

4,512,607
14,560,345

0
14,560,345

13,871,044

38,400,719

金　　額

9,969,330
23,840,374

12
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法人名：

　 　 年 3 月 31 　 　 　

1.

2.

特定非営利活動法人　あおもりＮＰＯサポートセンター

財　産　目　録
　 平成24 日現在 　

(単位：円)

科　　目　・　摘　　要 金　　額

Ⅰ 資産の部
流動資産
現金預金

小口現金 564,357
普通預金　青森銀行　　№1448639 2,445,390
普通預金　みちのく銀行　　№３５５８８８６ 284,986
普通預金　青森銀行　　№1009261 212,377
普通預金　青森銀行　　№1228187 215,469
普通預金　青森銀行　　№3008911 836,266
普通預金　青森銀行　　№3007550 3,395,648
普通預金　青森銀行　　№3007547 0
普通預金　青森銀行　　№1191964 426,380
普通預金　青森銀行　　№1160421 1,653,224
普通預金　青森銀行　　№3010620 490,602
普通預金　青森銀行　　№3011923 38,171
普通預金　青森銀行　　№3014317 4,812,217
普通預金　青森銀行　　№3018480 229,864
普通預金　青森銀行　　№3014015 0
普通預金　青森銀行　　№3017798 304,079
普通預金　青森銀行　　№3019987 4,220,552
普通預金　青森銀行　　№3021583 128,069
普通預金　青森銀行　　№3014320 39,318

普通預金　みちのく銀行　　№2805623 155,000

普通預金　青森銀行　　№3022275 4,287,270
普通預金　青森銀行　　№3022580 320,609
普通預金　青森銀行　　№3022593 638,000

短期貸付金　 0
前払費用　一般管理　　家賃 80,000

流動資産合計 25,777,848
固定資産
（1）有形固定資産

建物
やまげんビル改修工事 2,798,355

構築物
看板 72,475

工具器具備品
デスクトップパソコン 21,321
モニター　ＡＱＵＯＳ 73,500
プリンター機器　LBP9100C 44,345
パソコン 31,859
エアコン 146,323

（2）無形固定資産
ソフトウエア

（3）投資その他の資産
保証金　駐車保証料　㈲ﾃｨｰｴﾑ管理 17,850
保証金　契約保証料　新しい公共事業 332,500
保証金　契約保証料　森と廃校活用事業 2,511,550
保証金　契約保証料　東青人財育成 1,405,643
保証金　契約保証料　新しい公共運営 210,000
保証金　契約保証料　復興支援 3,055,150
保証金　契約保証料　新しい公共業務 1,902,000

固定資産合計 12,622,871
資産合計 38,400,719

法人名：

　 　 年 3 月 31 　 　 　

1.

2.

Ⅱ 負債の部

日現在 　

流動負債
未払金

３月分給料 5,930,259
受託事業返還金 3,654,458
水道光熱費他 463,021

預り金
源泉所得税 193,225
社会保険料他 4,319,382

短期借入金

流動負債合計 14,560,345
固定負債

14,560,345

役員借入金
0

特定非営利活動法人　あおもりＮＰＯサポートセンター

財　産　目　録

正味財産 23,840,374

固定負債合計 0

　 平成２４

(単位：円)

科　　目　・　摘　　要 金　　額

負債合計
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「あおもりＮＰＯプラットフォーム構想」は、東奥日報社・プランニングネットワーク東北・あおもりＮ

ＰＯサポートセンターが中心となり、県内外の市民活動団体と緩やかなネットワークを構築し、情報の共

有を行うとともに、事業の協力を行いながら、自立した市民社会を構築することを目指しています。

（1）青森市安方やまげんビル２階、青森市新町１−１３−７和田ビル２階、旧王余魚沢小学校の「あお

もり NPO プラットフォーム」の活動スペースを提供するとともに、活動をサポートしていきます。

 

（2）「あおもり NPO プラットフォーム」の活動をとおし、他の団体との交流を図ります。

行政からの事業受託を通じて、行政との協働を進めます。

相手先 事　業　名 内　容 備　考
青森県 平成２４年度あおもり新しい公共

支援事業運営委員会運営等事業
新しい公共支援事業を円滑に行うた
めに設置された運営委員会の運営等
業務を行います。

委託事業：青森県

青森県 平成２４年度あおもり新しい公共
支援事業委託業務

新しい公共支援事業委託業務とし
て、NPO 等の活動基盤のための支
援事業、寄付募集支援事業、融資利
用円滑化のための支援事業を行いま
す。

委託事業：青森県

青森県 復興支援コミュニティビジネスモ
デル事業業務

東日本大震災の影響による失業者を
新たに雇用し、コミュニティビジネ
スの支援を実施できる人財の育成を
目的に被災地調査、ビジネスモデル
の企画及び準備等を行います。

委託事業：青森県

青森市 稲わらひろい事業 稲わら焼き防止キャンペーン 実施
します。

委託事業：青森市

あおもり NPO プラット
フォーム構想の具体化

1

行政との協働

2
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(1)　( 協 ) 日専連ホールディングスとの協働による、クレジットカードでの買い物額の一定割合を指定し

た NPO に寄付できる「NPO 応援団カード」の普及につとめます。

特に、新しく誕生した NPO法人へのＰＲを強化します。企業との協働

3
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NPO 法人会計基準及び認定 NPO 法人制度の普及

に努めます。

東日本大震災支援の「心をつなぐポータルサイト」

の運営を行います。

廃校活用事業「かれいざわアート ICHIBA」を開

催します。また、地域住民の参加を求めながら、

藍染め工房展や生ハムづくり講座を開催します。

市民団体・ＮＰＯを対象とした情報発信等のイン

ターネット活用講座を開催します。

「あおもり NPO プラットフォーム」の活動をとお

し、他の団体との交流を図るとともに、県内外を

問わず、他団体及び企業との情報の交換を進めま

す。

会員のプライバシーを守るために、名簿の管理を

厳重に行います。

70 名を目標に会員獲得に務めます。

仮認定 NPO 法人の申請を行います。

市民立の公益財団法人の設立に向け、一般財団法

人を設立し、公益申請を行います。

会計処理を容易かつ迅速に行うため、コンピュー

タ処理を行います。

経理の透明性を図り円滑に事業を行うために、事

業会計については各事業の会計担当を決め、処理

を行うとともに税理士事務所に依頼します。

ホームページの運用を通じて、ANPOS からのお

知らせや NPO 団体等のイベント情報、活動支援

情報などを発信します。

NPO の設立相談・運営相談を行います。 

ミッションとゴールの確定、事業計画の作成、定

款その他提出書類の作成、登記作業、事業運営な

どを支援します。

ＮＰＯ政策いちばを通して政策提言を学ぶととも

に政策提言を行います。

ＮＰＯ＆ＮＧＯ連絡会議に参加し、ＮＰＯ法等の

改正に務めます。

４−１　普及啓発

４−２　情報収集および発信

４−３　NPO 設立・運営支援

４−４　調査研究・政策提言

４−５　その他の自主事業

４−６　交流

４−７　総務関係

４−８　会計関係

その他

4
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平成２４年度事業計画

昨年、NPO 法の改正により理事の代表権の範囲又は制限に関する定めの登記を行う必要が出てきました。

今までは理事全員に代表権がありました（理事会で理事長を決めていても法律上は理事全員が代表権を持っていました。）が、２４年

度からは、定款で代表権の範囲を定めることができるようになりました。

例えば、

１，理事長のみが代表権を持つ。

２，理事長、副理事長、常務理事が代表権を持つ。

３，理事全員が代表権を持つ等があります。

定款で定めなくてはいけないのですが、現在の定款では、理事長のみが代表権を持つことになっています。

１の場合は、定款変更の必要はありません。ただし、法務局には理事全員が登記されていますので、理事長を除き代表権喪失の手続き

を行うことになります。登記簿には理事長の名前だけが登記されます。

２の場合は定款変更と理事長、副理事長、常務理事以外の理事の代表権喪失の手続きが必要です。

３の場合は、定款変更のみとなります。

あおもり NPO サポートセンターでは２を選択致します。

変　更　前 変　更　後 変更しようとする時期
（職務）

第 14 条　理事長は、この法人を代表し、
法人全体の取りまとめをする。
２　副理事長は、理事長を補佐し、理事長
に事故のあるとき又は理事長が欠けたとき
は、その職務を代行する。ただし、理事長
の職務代行者の順序は、理事長があらかじ
め指名しておくものとする。
３　省略
４　省略
５　省略

（職務）

第 14 条　理事長、副理事長、常務理事は
この法人を代表する。
２　理事長はこの法人全体の取りまとめを
する。
３　理事長、副理事長、常務理事以外の理
事は、この法人の業務について、法人を代
表しない。
４　副理事長は、理事長を補佐し、理事長
に事故のあるとき又は理事長が欠けたとき
は、その職務を代行する。ただし、理事長
の職務代行者の順序は、理事長があらかじ
め指名しておくものとする。
５　変更前の３項を繰り下げる
６　変更前の４項を繰り下げる
７　変更前の５項を繰り下げる

定款変更認証の日から

（招集）

第 25 条 3 項
理事長は、総会を招集するときは、会議の
日時、場所、目的及び審議事項を記載した
書面により、少なくとも 7 日前までに会員
に通知しなければならない。ただし、緊急
の場合においては、この限りでない。

（招集）

第 25 条 3 項
理事長は、総会を招集するときは、会議の
日時、場所、目的及び審議事項を記載した
書面、ファックス、メールをもって、少な
くとも 7 日前までに会員に通知しなければ
ならない。ただし、緊急の場合においては、
この限りでない。

定款変更認証の日から

（定款の変更）

第 50 条　この法人の定款を変更しようと
するときは、総会に出席した正会員の 4 分
の 3 以上の者の賛成を得、かつ法第 25 条
3 項に規定する軽微な事項を除き、所轄庁
の認証を得なければならない。

（定款の変更）

第 50 条　この法人の定款を変更しようと
するときは、総会に出席した正会員の 4 分
の 3 以上の者の賛成を得、かつ法第 25 条
3 項に規定する事項に該当する場合は所轄
庁の認証を得なければならない。

定款変更認証の日から

（附則）

７　平成２４年６月２日、定款の一部を改
正し、定款変更認証の日から施行する

定款変更認証の日から
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理事候補　　　　斉藤　雅美

以上



平成２４年度 事業計画名簿


